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三輪みどり山球場特記業務仕様書 

 

町田市体育施設条例（以下「条例」という。）第４条により、体育施設の管理を行う指定

管理者は、町田市立総合体育館外３施設共通業務仕様書（以下「共通仕様書」という。）及

び三輪みどり山球場特記業務仕様書（以下「本仕様書」という。）に基づき、効率的且つ効

果的に体育施設を管理・運営するものとする。 

本仕様書は、共通仕様書に定める事項以外の施設における詳細な仕様を定めるものであ

る。 

 

１ 施設の概要等 

（１）施設の概要 

名 称 三輪みどり山球場 

所 在 地 町田市三輪緑山１丁目２４番地１ 

開 設 年 月 １９８５年 

建 物 構 造 鉄骨コンクリート造、２階建 

施 設 面 積 １０，８３０㎡ 

建 物 面 積 ６５．５９㎡ 

主 要 施 設 

球場、駐車場、管理棟 

※管理の範囲は【参考資料３】「三輪みどり山球場管理区域図」を

参照 

 

（２）開館時間 

利用時間及び利用単位は、条例第９条のとおりとする。ただし、指定管理者の提案に

より、市が認めるときは、利用時間等を変更することができる。 

 

（３）休場日 

休場日は、条例第１０条のとおりとする。ただし、指定管理者の提案を市が承認する

ときは、休場日を変更し、または臨時に休場日を設けることができる。 

 

施設名 休場日 利用時間 

三輪みどり山球場 

年始 １月１日から同月３日まで 

年末 １２月２９日から 

同月３１日まで 

午前９時から午後９時まで 

 



 

2 

 

２ 指定管理業務 

（１）施設利用サービス業務 

①利用の受付方法 

 ア 専用利用 

共通仕様書の５（１）①に記載のとおりとする。 

イ 個人利用 なし 

 

②施設等の利用の承認等 

指定管理者は、本施設の利用の承認、不承認及び承認の取消し等を行う。 

本施設の設置目的に沿った活用を図るため優先受付制度を採用しており、利用の承認

を行うにあたっては、共通仕様書の５（１）①に定める優先受付基準に従うとともに、

地方自治法第２４４条の規定に則り、平等利用を確保するものとする。 

 

③運営業務 

ア 施設の提供（貸出し等） 

（ア）施設及び付属設備の利用承認等 

（イ）施設の利用に関する受付及び備品等の貸出し 

（ウ）大会等の優先予約の受付、事前打ち合わせ及び年間スケジュール調整 

イ 事業の実施 

（ア）自主事業（自主事業の詳細は、共通仕様書６を参照）の実施 

 

④人員体制  

指定管理者は、本施設の管理運営業務に従事する職員として、労働基準法等関連法令

を遵守し、管理運営業務の履行と責任体制を確保するために、次に掲げる人員体制を

とるものとする。 

ア 本施設の管理運営に従事する者を１名置き、施設を開放している際に不在がない

よう体制をとること。 

 

⑤その他の業務 

ア 事業計画書及び収支計画書の作成 

本施設の管理運営及び実施事業（自主事業・利用者サービス事業（利用者サービ

ス事業の詳細は、共通仕様書７を参照））について、以下に示す事業計画書及び収

支計画書を作成すること。 

・ 施設の管理運営に関する事業計画書及び収支計画書 

（実施事業の事業計画・収支計画を含む、本施設の管理運営全体の計画書） 

・ 自主事業に関する事業計画書及び収支計画書 

・ 利用者サービス事業に関する収支計画書 
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計画書には、本施設の管理運営、事業実施にかかる方針及び目標を示すこと。 

イ 事業報告書及び収支報告書の作成 

本施設の管理運営、実施事業（自主事業・利用者サービス事業）について、以下

に示す事業報告書及び収支報告書を作成すること。 

・ 施設の管理運営に関する事業報告書及び収支報告書 

（実施事業の事業報告・収支報告を含む、本施設の管理運営全体の報告書） 

・ 自主事業に関する事業報告書及び収支報告書 

・ 利用者サービス事業に関する収支報告書 

報告書には、当初示した管理運営、事業実施にかかる方針及び目標と比較したう

えで、総括を示すこと。 

ウ 利用実績の資料作成 

エ 遺失物・拾得物の管理、警察署への届出及び時効による収納 

オ 施設賠償責任保険の加入 

カ 事故の対応、報告 

キ 利用者の苦情等の対応、報告 

ク 防災計画・防災訓練の実施 

ケ 自動券売機の設置及び管理と徴収業務（リースによる設置も可） 

  設置する券売機の仕様については市と協議を行うこと。 

コ 駐車スペースや緑地等を含む指定管理区域の維持管理（指定管理区域は別紙参照） 

サ 指定期間終了にあたっての業務の引継ぎ 

シ 物販・自動販売機の設置等による利用者へのサービス提供 

ス その他市が定める業務 

 

（２）施設設備の維持管理業務 

   指定管理者は善良な管理者の注意をもって、安全・衛生・機能の確保がなされるよ

う本施設の適切な管理を行うものとする。 

また、設備の故障等の緊急時には迅速に対応できるよう体制の確保に努め、本施設

の維持管理にあたっては、次の主な業務を行うこと。なお、法令等により定められ

た点検については、常に法令等の改正に注視し、点検業務等に遺漏のないよう情報

収集に努めること。 

 

①基本事項 

ア 施設等の補修・修繕 

（ア）照明器具等の消耗品や部品を交換する。 

（イ）本施設の点検等を効率的に行い、計画的に日常的修繕を行うものとする。指定

管理者が行う日常的修繕は、１件あたりの金額が４０万円未満のものとする。 

イ 施設設備維持管理業務 
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（ア）設備関連業務は、施設設備機器の運転保守業務であり、各機器の特性を十分把

握し、その機能を十分発揮させるように常に良好な状態に保持することを主な

業務とする。 

（イ）資格 

関連法令を遵守し、建築設備機器に必要とされる有資格者とする。 

ウ 清掃業務 

本施設内外の日常清掃及び定期清掃を主な業務とし、施設の美観・機能を維持し、

安全かつ快適な施設を提供し、汚損により利用者に不快感を与えることのないよ

う努めること。 

エ 防犯・防火警備業務 

（ア）本施設の管理・維持とともに火災、盗難、損壊行為など事故の緊急対応を速や

かに行うこと。 

（イ）警備は、機械警備により対応すること。 

オ 緑地管理業務 

（ア）本施設周囲の樹木・植栽・植込み等の剪定・除草をし、環境・美観を損なわな

いよう努めること。 

（イ）年間を通して維持管理を行うこと。 

 

②個別事項 

ア 球場整備業務 

日常整備 

不陸修正（掘り起こし） ２回／年 

イ 球場芝管理業務 

     除草    ５・６・７・１０・３月 

芝刈り   １回／週  ４・５・６・７・８・９月 １回／２週 １０月 

目土    １回／年  １月 

施肥    １回／月  ４・５・６・７・８・９・１０月 

コアリング １回／年  ４月      

ウ 緑地管理業務 

     手抜き除草・低木苅込・低木施肥 １回／年 ５月 

     平地草刈・法面草刈 １回／年 ８月 

エ 管理棟機械警備業務 

オ 自家用電気工作物保安管理業務 

月次点検   １回／隔月 

年次点検Ａ  １回／年 

年次点検Ｂ  １回／３年 

カ 照明機器保守点検業務  清掃・点検  適宜 
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ク その他の維持管理業務 

（ア）自動券売機の保守点検業務 

（イ）遺失物の保管及び時効拾得金の処理 

（ウ）その他維持管理に必要な業務とし、本仕様書に記載のない事項については、市 

と協議を行うものとする。 

 

【参考資料】主主なな法法定定点点検検一一覧覧表表（（現現行行法法をを確確認認すするるこことと））   

区分 点検対象物 点検の内容 点検頻度 関係法令 点検資格者 備考 

建築物

一般 

・建築基準法（以

降,建基法）第６条

第一項第一号に掲

げる建築物 

・階数が５以上か

つ1000㎡を超え

る事務所等の建築

物 

建築物の敷地及

び構造について

損傷・腐食・ 

その他の劣化の

状況 

１回／３年  
建基法 
第１２条 
第２項 

１級、２級建築

士、その他 
 建築設

備一般 

建築設備の損

傷・腐食 

その他の劣化の

状況 
１回／年 

建基法 
第１２条 
第４項 

昇降機

設備一

般 

エスカレーター・

エレベーター 

小荷物専用昇降機 

昇降機の損傷・

腐食 

その他の劣化の

状況 

積載荷重が 1t 以

上のエレベーター

（生産工場等） 

性能検査 １回／年 
労働安全衛

生法 

労働基準監督

署検査代行機

関 
 

積載荷重が 0.25

ｔ以上のエレベー

ター（生産工場等） 

定期自主検査 １回／月 

クレーン等

安全 

規則 

事業者 

自家用

電気工

作物 

・電力会社から高

圧及び特別高圧

受電する施設 

・一定以上の発電

設備を有する施

設。（太陽電池発

電等を含む） 

・その他 

保安規定に定め

る自主定期点検 

保安規定に

基づき実施 

電気事業法 

第４２条 

第４３条 

電気主任技術

者 

電気主任技

術者の選任 

電気事業法

に規定する

個人事業者

又は法人へ

の委託 

簡易専

用水道 

（貯水

槽） 

簡易専用水道と

は、水槽の有効容

量の合計が１０ｍ

3を超えるもの 

水槽の清掃 

1 回／年 
水道法 

第 34条の２ 

 

 施設外観検査 

水質検査 

書類審査 

地方公共団体

の機関又は厚

生労働大臣の

指定するもの 

し尿浄

化槽設

備 

 

水質検査 1 回／年 

浄化槽法第8

条～第１1

条、同施行規

則第6,7,9条 

指定の検査機

関 

点検及び清

掃は処理方

式により異

なる 
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特定建

築物 

給水設備 

水質検査 

遊離残留塩素測

定 

貯水タンクの清

掃 

1 回／６月 

1 回／週 

1 回／年 建築物にお

ける衛生的

環境の確保

に関する法

律第 4 条、 

同施行規則 

建築物環境衛

生管理技術者 

特定建築物

とは、興行

場、百貨店、 

事務所、旅

館等の用途

に供される

部分の延べ

面積が

3000㎡以

上の建築物

をいう 

排水設備 排水設備の清掃 1 回／６月 

中央管理方式の空

気調和設備等 

室内空気環境の

測定 
1 回／２月 

ねずみ、昆虫等の

駆除  1 回／６月 

定期清掃 

消防用
設備等 

消火器、火災報知
設備（消防機関へ
通報する）、誘導
灯、誘導標識、 
消防用水、非常用
コンセント設備 
無線通信補助設備 

機器点検 1 回／６月 
消防法第 17
条の３の３ 

政令で定める
防火対象物に
あっては、消防 
設備士、消防設
備点検 
資格者 

特定防火対
象物は、1
回／年に 
点検結果を
届出 
 
非特定防火
対象物は 1
回／3 年に
点検結果を
届出 
 
総合点検に
は配線を含
む 

消防用
設備等 
ボイラ
ー 

屋内消火栓、スプ
リンクラー設備 
水噴霧消火設備、
泡消火設備、 
二酸化炭素消火設
備、ハロゲン化物
消火設備、粉末消
火設備、屋外 
消火栓設備、動力
消防ポンプ設備 
自動火災報知設
備、ガス漏れ火災 
警報設備、漏電火
災警報器、非常 
警報器具及び設
備、非難器具、排
煙設備、連結散水
設備、連結送水管、
非常電源並びに操
作盤 

機器点検 1 回／６月 
消防法第 17
条の３の３ 
労働安全衛
生法第 41
条、第 45条、 
ボイラー及
び圧力容器
安全規則 

政令で定める
防火対象物に
あっては、消防 
設備士、消防設
備点検 
資格者 
性能検査は労
働基準監督署
長又は検査代
行機関、検査の
ためのボイラ
ー整備はボイ
ラー整備士が
行う 

特定防火対
象物は、1
回／年に 
点検結果を
届出 
 
非特定防火
対象物は 1
回／3 年に
点検結果を
届出 
 
総合点検に
は配線を含
む 
 屋内消火栓、スプ

リンクラー設備 
水噴霧消火設備、
泡消火設備、 
二酸化炭素消火設

総合点検 1 回／年 
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備、ハロゲン化物
消火設備、粉末消
火設備、屋外 
消火栓設備、動力
消防ポンプ設備 
自動火災報知設
備、ガス漏れ火災 
警報設備、漏電火
災警報器、非常 
警報器具及び設
備、非難器具、排
煙設備、連結散水
設備、連結送水管、
非常電源並びに操
作盤 
ボイラー（小型ボ
イラーを除く） 

性能検査 
検査証の有
効期限内 

ボイラ
ー 
圧力容
器 

ボイラー（小型ボ
イラーを除く） 
小型ボイラー 

定期自主検査 1 回／月 労働安全衛
生法 
第 41 条、第
45 条、 
ボイラー及
び圧力容器
安全規則 
 
労働安全衛
生法 
第 6５条、 
事務所衛生基
準規則 

性能検査は労
働基準監督署
長又は検査代
行機関、検査の
ためのボイラ
ー整備はボイ
ラー整備士が
行う 
特別教育を受
けた者 

 
 

定期自主検査 
性能検査 

1 回／年 

第１種圧力容器 
検査証の有
効期限内 

圧力容
器 
事務所 

第１種圧力容器 
第２種圧力容器 
小型圧力容器 

定期自主検査 1 回／月 

定期自主検査 
作業環境測定 

1 回／年 

 
1 回／２月 

 

事務所 

 機械換気設備定
期点検 1 回／２月 

1 回／６月 

 
労働安全衛
生法 
第 6５条、 
事務所衛生基
準規則 
 

  

照明設備定期点
検 

定期清掃 

1 回／６月 
ねずみ、昆虫等
の駆除 

 

 


